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東静岡１号調整池活用事業者の募集 

別紙資料  無                     

 

◆アピールポイント 

・平成 27（2015）年に整備した東静岡１号調整地を暫定的に有効活用

し、調整池機能の維持と事業性の両立を図り、時間貸駐車場事業を実

施していただける民間事業者を募集します。 

・調整池（法定外公共物）の活用に向けた民間事業者からの提案募集は、

昨年８月に実施した JR 東静岡駅南口側にある東静岡２号調整池の活

用に続き、静岡市では２例目となる取組です。 

◆対象施設 東静岡１号調整池（葵区長沼南 118 番）、面積：3,930 ㎡ 

◆内容など 

1 募集の目的 

東静岡１号調整池の調整池機能を確保しつつ、時間貸駐車場として暫定

活用を行うことにより、東静岡駅北口周辺地域への来訪者及び地域住民

の安心・安全と利便性の向上を図るため、最大限活用することを目的と

します。 

 

２活用の内容 

公募で優先交渉権者に選定された民間事業者が、調整池の占用許可（※）

を取得し、提案事業の内容に基づき設計・工事・維持管理・運営を行っ

ていただきます。 

※「静岡市法定外公共物管理条例」(静岡市条例第 252 号)第４条に定める占用許可 

 

３ 募集スケジュール 

・公募開始：１月 16 日（金） 

・参加表明書類の受付日：２月５日（木） 

・事前審査の受付日：２月 13 日（金） 

・提案書類の受付日：３月 13 日（金） 

・優先交渉権者等の決定：３月 25 日（水） 

・占用許可の申請：４月以降を予定 

 

４ 募集詳細の案内 

URL：https://www.city.shizuoka.lg.jp/s6925/s013097.html 

【問合せ】   

 公募内容について 

社会共有資産利活用推進課(静岡庁舎 12階) 担当 曽根田、磯部 

電話 ０５４－２２１－１１６７ 
 調整池の活用・占用許可について 

河川課(静岡庁舎６階) 担当 海野、八木 

電話 ０５４－２２１－１０８７ 
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